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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第62期

第１四半期
連結累計期間

第63期
第１四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 2022年１月１日
至 2022年３月31日

自 2023年１月１日
至 2023年３月31日

自 2022年１月１日
至 2022年12月31日

売上高 (百万円) 210,069 242,609 861,022

経常利益 (百万円) 14,338 17,431 56,639

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 10,519 11,591 40,022

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 9,326 11,624 43,911

純資産額 (百万円) 288,147 310,508 322,732

総資産額 (百万円) 498,007 539,485 523,016

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 55.48 61.14 211.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 57.3 56.9 61.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 18,198 29,832 29,196

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △640 △3,103 △8,355

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △22,908 △23,847 △23,307

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 200,399 206,156 203,274
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績

当第１四半期連結累計期間(2023年１月１日～2023年３月31日)におけるわが国経済は、資源価格の高騰や物価高

に加え、世界的な金融引き締めが国内経済に与える影響など先行き不透明感はありましたが、経済活動が正常化に

向かう中、景気は緩やかながら持ち直しの動きがみられました。

このような経済状況にあってIT投資分野では、生産性向上、競争力強化やコスト削減を目的としたデジタル化へ

の対応などIT投資需要は底堅く推移しました。

以上のような環境において当社グループは、「お客様に寄り添い、まるごとDXで共に成長する」を2023年度のス

ローガンに掲げ、お客様接点の強化に努めました。今年で46回目となる実践ソリューションフェアにおいては、

「ITでビジネスが変わる、つながる世界」をテーマに、リアルとオンラインのハイブリッド開催としながらも、実

際に見て体感して頂くことに重きを置き３年ぶりにリアル中心の開催と致しました。当フェアの展示も含め営業活

動においては、労働基準法の改正、改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応などワークフローの見直しやセ

キュリティ対策、DX統合パッケージとクラウドサービスを組み合わせた業務のデジタル化や効率化へ向けた提案を

行いました。

また中堅・中小企業のお客様でも手軽にAIの価値を享受できるサービスも含め、当社自身がAIによる業務プロセ

ス改革など生産性向上を実現してきた事例を踏まえながら、DX推進への取り組みを支援致しました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,426億９百万円(前年同期比15.5％増)となりました。利

益につきましては、営業利益168億75百万円(前年同期比22.4％増)、経常利益174億31百万円(前年同期比21.6％

増)、親会社株主に帰属する四半期純利益115億91百万円(前年同期比10.2％増)と、増収増益となりました。

 
（システムインテグレーション事業）

コンサルティングからシステム設計・開発、搬入設置工事、ネットワーク構築まで最適なシステムを提供するシ

ステムインテグレーション事業では、パソコンや複写機等の増加によるハードウエアの伸びに加え、「SMILEシ

リーズ(*1)」などパッケージソフトも順調に推移し、売上高は1,582億99百万円(前年同期比21.4％増)となりまし

た。

 
（サービス＆サポート事業）

サプライ供給、ハード＆ソフト保守、テレフォンサポート、アウトソーシングサービス等により導入システムや

企業活動をトータルにサポートするサービス＆サポート事業では、オフィスサプライ通信販売事業「たのめーる」

やサポート事業「たよれーる(*2)」などストックビジネスに引き続き注力し、売上高は843億10百万円(前年同期比

5.8％増)となりました。

 
*1 SMILEシリーズ＝当社グループオリジナルの統合型基幹業務システム。

 
*2 たよれーる＝お客様の情報システムや企業活動全般をサポートする事業ブランド。
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② 財政状態

当第１四半期連結会計期間末における資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」の増加等により、前連結会計年

度末に比べ164億69百万円増加し、5,394億85百万円となりました。

負債は「支払手形及び買掛金」の増加等により、前連結会計年度末に比べ286億92百万円増加し、2,289億76百万

円となりました。

純資産は剰余金の配当等により、前連結会計年度末に比べ122億23百万円減少し、3,105億８百万円となりまし

た。

この結果、自己資本比率は56.9％となりました。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ28億81百万円増加

し、2,061億56百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動から得られた資金は298億32百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ116億33百万円増加いたし

ました。これは主に、「棚卸資産の増減額」が減少に転じたことによるものです。

投資活動に使用した資金は31億３百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ24億63百万円増加いたしまし

た。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」が増加したことによるものです。

財務活動に使用した資金は238億47百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ９億39百万円増加いたしま

した。これは主に、「配当金の支払額」が増加したことによるものです。

 

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
(4) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成

状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

 
(5) 優先的に対処すべき事業上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

(6) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３億34百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更は

ありません。

 
(8) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの資本の財源及び資金の流動性に係る情報に重要な変更はあ

りません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 677,160,000

計 677,160,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(2023年５月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 190,002,120 190,002,120
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株
であります。

計 190,002,120 190,002,120 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年１月１日～
2023年３月31日

－ 190,002,120 － 10,374 － 16,254
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2022年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 401,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,895,820 ―
189,582,000

単元未満株式
普通株式

― ―
19,120

発行済株式総数 190,002,120 ― ―

総株主の議決権 ― 1,895,820 ―
 

（注）「単元未満株式」の中には、当社保有の自己株式が81株含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2022年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社大塚商会

東京都千代田区
飯田橋二丁目18番４号

401,000 ― 401,000 0.21

計 ― 401,000 ― 401,000 0.21
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2023年１月１日から2023年

３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 202,288 205,058

  受取手形、売掛金及び契約資産 152,405 166,628

  商品 42,636 39,788

  仕掛品 1,435 1,378

  原材料及び貯蔵品 759 732

  その他 35,670 36,423

  貸倒引当金 △83 △99

  流動資産合計 435,113 449,910

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 14,868 14,851

   その他（純額） 20,966 21,095

   有形固定資産合計 35,835 35,947

  無形固定資産 15,770 17,017

  投資その他の資産   

   投資有価証券 22,678 22,804

   その他 13,759 13,925

   貸倒引当金 △140 △119

   投資その他の資産合計 36,296 36,610

  固定資産合計 87,902 89,575

 資産合計 523,016 539,485
 

 

EDINET提出書類

株式会社　大塚商会(E05099)

四半期報告書

 8/19



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 99,517 121,402

  電子記録債務 19,443 20,245

  短期借入金 4,400 4,400

  １年内返済予定の長期借入金 1,700 1,700

  未払法人税等 9,077 5,562

  賞与引当金 3,885 10,451

  その他 52,659 55,032

  流動負債合計 190,683 218,795

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 721 616

  退職給付に係る負債 6,360 6,950

  その他 2,519 2,614

  固定負債合計 9,600 10,181

 負債合計 200,283 228,976

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,374 10,374

  資本剰余金 16,254 16,254

  利益剰余金 288,660 276,552

  自己株式 △140 △140

  株主資本合計 315,149 303,040

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,835 6,745

  繰延ヘッジ損益 △26 △5

  土地再評価差額金 △6,141 △6,141

  為替換算調整勘定 200 217

  退職給付に係る調整累計額 3,371 3,255

  その他の包括利益累計額合計 4,239 4,072

 非支配株主持分 3,343 3,395

 純資産合計 322,732 310,508

負債純資産合計 523,016 539,485
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

売上高 210,069 242,609

売上原価 164,796 191,884

売上総利益 45,272 50,724

販売費及び一般管理費 31,486 33,849

営業利益 13,785 16,875

営業外収益   

 受取利息 2 4

 受取配当金 45 35

 受取家賃 63 55

 持分法による投資利益 298 351

 その他 155 122

 営業外収益合計 564 569

営業外費用   

 支払利息 10 10

 出資金運用損 - 2

 その他 0 0

 営業外費用合計 11 13

経常利益 14,338 17,431

特別利益   

 固定資産売却益 460 -

 投資有価証券売却益 687 118

 特別利益合計 1,147 118

特別損失   

 投資有価証券評価損 - 125

 その他 0 0

 特別損失合計 0 125

税金等調整前四半期純利益 15,485 17,424

法人税等 4,847 5,644

四半期純利益 10,638 11,779

非支配株主に帰属する四半期純利益 119 187

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,519 11,591
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

四半期純利益 10,638 11,779

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △1,898 △83

 繰延ヘッジ損益 23 26

 土地再評価差額金 616 -

 退職給付に係る調整額 △100 △117

 持分法適用会社に対する持分相当額 47 18

 その他の包括利益合計 △1,312 △155

四半期包括利益 9,326 11,624

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 9,205 11,424

 非支配株主に係る四半期包括利益 120 199
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 15,485 17,424

 減価償却費 1,957 1,973

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 19

 受取利息及び受取配当金 △47 △40

 支払利息 10 10

 持分法による投資損益（△は益） △298 △351

 固定資産売却損益（△は益） △460 -

 投資有価証券売却損益（△は益） △687 △118

 投資有価証券評価損益（△は益） - 125

 売上債権の増減額（△は増加） △14,787 △14,227

 棚卸資産の増減額（△は増加） △2,570 2,933

 仕入債務の増減額（△は減少） 21,733 22,688

 その他 6,005 8,121

 小計 26,339 38,559

 利息及び配当金の受取額 48 40

 利息の支払額 △2 △2

 法人税等の支払額 △8,186 △8,764

 営業活動によるキャッシュ・フロー 18,198 29,832

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △247 △1,768

 有形固定資産の売却による収入 969 -

 ソフトウエアの取得による支出 △1,623 △1,395

 投資有価証券の取得による支出 △8 △5

 投資有価証券の売却による収入 743 124

 長期貸付けによる支出 △150 -

 その他 △324 △59

 投資活動によるキャッシュ・フロー △640 △3,103

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △22,754 △23,700

 その他 △153 △147

 財務活動によるキャッシュ・フロー △22,908 △23,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,347 2,881

現金及び現金同等物の期首残高 205,746 203,274

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  200,399 ※  206,156
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

当第１四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日　至　2023年３月31日）

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指

針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ

たって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
 

 
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　

 
当第１四半期連結累計期間

(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。
　

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)

現金及び預金 199,116百万円 205,058百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △40 〃 △40 〃

その他流動資産に含まれる
運用期間が３ヶ月以内の信託受益権

1,322 〃 1,138 〃

現金及び現金同等物 200,399 百万円 206,156 百万円
 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月29日
定時株主総会

普通株式 22,752 120.00 2021年12月31日 2022年３月30日 利益剰余金
 

（注）１株当たり配当額には創立60周年記念配当５円が含まれております。

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年３月29日
定時株主総会

普通株式 23,700 125.00 2022年12月31日 2023年３月30日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

システム
インテグ
レーション

事業

サービス
＆

サポート
事業

売上高      

  外部顧客への売上高 130,382 79,687 210,069 － 210,069

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

18 156 175 △175 －

計 130,400 79,843 210,244 △175 210,069

セグメント利益 12,953 3,237 16,190 △2,404 13,785
 

(注) １．セグメント利益の調整額は、主として報告セグメントに配分していない親会社の一般管理部門に係る費用

であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

システム
インテグ
レーション

事業

サービス
＆

サポート
事業

売上高      

  外部顧客への売上高 158,299 84,310 242,609 － 242,609

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

22 113 136 △136 －

計 158,322 84,424 242,746 △136 242,609

セグメント利益 15,226 4,177 19,404 △2,529 16,875
 

(注) １．セグメント利益の調整額は、主として報告セグメントに配分していない親会社の一般管理部門に係る費用

であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
システムインテグ
レーション事業

サービス
＆サポート事業

ＳＩ関連商品 116,688 － 116,688

受託ソフト等 13,693 － 13,693

サプライ － 43,422 43,422

保守等 － 36,264 36,264

顧客との契約から生じる収益 130,382 79,687 210,069

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 130,382 79,687 210,069
 

（注）「ＳＩ関連商品」は、コンピューター、複写機、通信機器、ソフトウエア等の販売であります。

「受託ソフト等」は、受託ソフトの開発、ネットワーク構築、搬入設置工事等の提供であります。

「サプライ」は、オフィスサプライ商品の販売であります。

「保守等」は、ハード＆ソフト保守、テレフォンサポート、アウトソーシングサービス等の提供であります。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年３月31日）

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
システムインテグ
レーション事業

サービス
＆サポート事業

ＳＩ関連商品 143,014 － 143,014

受託ソフト等 15,284 － 15,284

サプライ － 45,162 45,162

保守等 － 39,147 39,147

顧客との契約から生じる収益 158,299 84,310 242,609

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 158,299 84,310 242,609
 

（注）「ＳＩ関連商品」は、コンピューター、複写機、通信機器、ソフトウエア等の販売であります。

「受託ソフト等」は、受託ソフトの開発、ネットワーク構築、搬入設置工事等の提供であります。

「サプライ」は、オフィスサプライ商品の販売であります。

「保守等」は、ハード＆ソフト保守、テレフォンサポート、アウトソーシングサービス等の提供であります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)

　１株当たり四半期純利益 (円) 55.48 61.14

（算定上の基礎）    

 親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 10,519 11,591

 普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円) 10,519 11,591

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 189,601 189,601
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年５月12日

株式会社大塚商会

取締役会  御中
 

EY新日本有限責任監査法人
 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 神　　山　　宗　　武  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 槻　　　　　英　　明  

 

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大塚商

会の2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2023年１月１日から2023年３月

31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大塚商会及び連結子会社の2023年３月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

　
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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